
年４回、町内13か所で河川の水質を検査しています。
BODや大腸菌など９項目を測定し、環境基準値と比
べて水の状態がきれいかどうかを判断しています。
BODとは、微生物が汚れを分解するのに必要とする
酸素の量で、数値が少ない方が「きれいな水」です。

▼水質検査地点

○きれい（2.0mg/ℓ以下）、●ややきれい（2.1～5.0mg/ℓ）、●やや汚い（5.1mg/ℓ以上）

■令和元・２年度河川水質検査結果
（BOD・mg/ℓ）

令和２年度の検査では、13地点中９地点で「きれい
な水」である基準値（2.0mg/ℓ）以内の測定結果と
なりました。令和元年度より結果が良くない地点がい
くつかありました。町では、結果が悪化した地点を重
点的に調査し、浄化槽への転換など水質改善に向けた
啓発指導を実施します。

※上表の数値は、年４回の検査の平均値です。

▼問合せ　役場生活環境課環境係
　ｔ295−2112 171・172

令和２年度　河川の水質
検査結果をお知らせします

埼玉県交通安全対策協議会では、県内在住の交通遺
い

児
じ

等を対象に、援護一時金を給付しています。
※「交通遺児等」とは、交通事故（陸海空全ての交通
機関の運行により生じた事故）により、死亡または重
い障害を負った保護者に養育されている18歳以下の
子どものことです。

▼対象　県内在住で令和２年４月１日以降に交通遺児
　等となった人（交通遺児等になった日現在18歳以下）

▼給付額　子ども１人につき10万円（１回のみ）

▼給付時期　11月または令和４年５月
▼申請方法　町、学校などで配布される申請書類に必

要事項を記入し、みずほ信託銀行浦和支店（さいた
ま市浦和区高

たか
砂
さご

２-６-18　ｔ048−822−0191）に郵
送または持参してください。

▼申請期限　11月給付分は８月31日（火）まで
　令和４年５月給付分は令和４年２月28日（月）まで

▼問合せ　埼玉県県民生活部防犯・交通安全課
　ｔ048−830−2955

交通事故被害者の
ご家族への援護金

認知症の早期発見・早期診断・早期治療を目的に、年
度内に70歳を迎える人を対象に認知症検診を無料で
行います。希望者には受診券を送付しますので、到着
後に医療機関に電話で予約をしてください。
※検査内容は問診を中心とした簡易的な検査です。

▼期間　12月11日（土）まで

▼場所　M
モ ロ
ORO H

ハ ピ ネ ス
APPINESS館

かん
クリニック

▼対象　在宅で生活している昭和26年４月２日から
昭和27年４月１日生まれの人（医療機関で既に認
知症と診断された人は除く）

▼料金　無料

▼持ち物　公的医療保険の被保険者証、受診券

▼申込み　７月30日（金）までに下記に電話または
窓口で申し込み後、受診券を郵送します。

▼問合せ　役場高齢者支援課高齢者福祉係
　ｔ295−2112 129

認知症検診が無料で
受診できます
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  下水道整備済区域

  農業集落排水整備済区域

検査地点 令和元年度 令和２年度
① 上宿橋下流 1.1 0.7
② 房田橋下流　 1.0 0.6
③ 大木田橋上流 0.8 0.6
④ 上川原橋上流 0.8 0.6
⑤ 越辺川橋下流 0.7 0.6
⑥ 堂山下橋上流 0.7 0.6
⑦ 葛川１号橋下流 1.5 2.5
⑧ 葛川２号橋下流 2.0 3.1
⑨ 葛川10号橋上流 1.4 8.5
⑩ 宮前都市下水路流末 1.5 2.1
⑪ 大谷木川流末 1.3 0.8
⑫ 御園橋上流 1.0 0.7
⑬ 下川原地内沼下 1.0 1.1

⑨
⑩ ⑪

⑥

⑫

⑤

●⑧

⑦

③

箕和田湖

毛呂川

阿諏訪川

鎌北湖

宿谷川

大谷木川

越辺川

川



▼募集職種　消防職

▼採用予定人数　若干名

▼試験期日　10月17日（日）

▼応募資格　次のいずれに
も該当する人
学歴／大学、短期大学（同
等の学歴を含む）または高等学校を卒業もしくは
令和４年３月31日までに卒業見込みの人

年齢／平成８年４月２日から平成16年４月１日ま
でに生まれた人

▼採用時期　令和４年４月１日（金）

▼申込期間　９月１日（水）～14日（火）
　午前９時～正午、午後１時～５時（土日を除く）

▼申込場所　西入間広域消防組合総務課
※申込書等については、７月１日（木）から上記申込み
受付場所で配布します（ホームページからダウンロー
ド可）。郵送を希望する人は下記へご連絡ください。

▼問合せ　西入間広域消防組合総務課総務担当
　ｔ295−0147（直通）

西入間広域消防組合
消防職員を募集します

新型コロナウイルス感染防止のため、外出等が制限さ
れるなかで注目されているドメスティック・バイオレ
ンス（DV）の現状・問題点を知り、「解決のために
はどうしたら良いのか」に視点をあてた講座を実施し
ます。人権の理解を深め、偏見・暴力のない明るい社
会を目指すためにぜひ、ご参加ください。

▼日時　７月16日（金）午後２時～３時10分

▼場所　中央公民館視聴覚室

▼対象　町内在住・在勤・在学者

▼定員　25人（先着順）　　　 ▼料金　無料
▼講師　埼玉県男女共同参画センター相談員

▼申込み　７月５日（月）から15日（木）までに下
記に電話または窓口でお申し込みください。

▼問合せ　教育委員会生涯学習課学習支援係
　ｔ295−2112 522

第２回 生涯学習
人権教育講座

町内在住の小学生を対象に、介護・福祉体験教室を開
催します。体験教室当日は、車イスを中心に身体の不
自由な人と介助者の役を体験します。
夏休みに大学生と一緒に車イス体験を通して、介護・
福祉について学びませんか。

▼日時　８月18日（水）　午後１時30分～３時30分

▼場所　日本医療科学大学５号棟（下川原1276）
※現地集合、現地解散。

▼内容　車イスを使い、身体の不自由な人と介助者の
役を経験する

▼対象　町内在住の小学生（５・６年生）

▼定員　15人（先着順）　　 ▼料金　無料

▼講師　德
とく
永
なが
千
ち
尋
ひろ
教授（日本医療科学大学リハビリテ

ーション学科作業療法学専攻）

▼持ち物　動きやすい服装で参加　

▼申込み　７月１日（木）から30日（金）までに日
本医療科学大学（ｔ298−6306）まで電話でお申し
込みください。

▼問合せ　役場企画財政課企画係ｔ295−2112 322

介護・福祉体験教室の
参加者を募集します

国民健康保険では所得に応じて、国民健康保険税の所
得割の算定や軽減の判定、高額療養費の自己負担限度
額の判定などを行います。国民健康保険加入世帯で
16歳以上の人は申告が必要ですので、前年中の収入
が無かった人も必ず申告をするようお願いします。
また、世帯主の人は国民健康保険に加入していなくて
も申告が必要です。
※ただし次に該当する人は、申告の必要はありません。
・所得税の確定申告などで申告された人
・給与収入（所得）のみの人で、給与支払報告書が会
社から役場に提出されている人
・公的年金以外に収入（所得）がない場合で、公的年
金支払報告書が役場に提出されている人

▼問合せ　役場住民課国保年金係
　ｔ295−2112 135・136

国民健康保険加入世帯は
所得の申告が必要です
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入院や高額な外来診療を受ける人は、事前に申請し認
定されることで１か月あたりの窓口負担額が決められ
た限度額までになります。
認定は８月１日を基準日とし、当該年度の住民税課税
所得から判定します。対象の人は、下記へ申請してく
ださい。

▼対象　次のいずれかに該当する人
①国民健康保険に加入している70歳未満の人、70歳
以上で非課税世帯または現役並み所得世帯の人
②後期高齢者医療保険に加入している人で非課税世帯
の人、または現役並み所得の人および同じ世帯の人

▼手続きに必要なもの　被保険者証、来庁する人の本
人確認書類

▼その他　後期高齢者医療保険に加入し、７月末日ま
で有効の限度額認定証を持ち、８月以降も対象にな
る人は申請の必要はありません。新しい認定証は後
期高齢者医療保険証に同封して郵送します。

▼申請・問合せ　
　①役場住民課国保年金係ｔ295−2112 135・136
　②役場高齢者支援課医療保険料係ｔ295−2112 176

医療費の限度額認定申請

毛呂山町立図書館ｔ295−1015

午前９時30分～午後７時　
土・日曜日、祝日は午後５時30分まで
図書・雑誌など ▼ 10点まで／３週間
CD・DVDなど ▼ ５点まで／２週間

「おはなしのクレヨン」おはなし会
～せかいをまわろう　おはなしで～

㊐ ７月24日（土）　午後２時～２時30分
対 ３歳～小学生、大人もどうぞ！
※小さなお子さんは保護者同伴。
おはなし「このよでいちばんえらいもの」
ほか

場 ２階視聴覚室　定 10人（先着順）

町民の皆さんが町政について考えている
こと・気づいたことなどをお寄せいただ
き、町政に生かすため、下記の制度を設
けています。

▼町民の声（投書）　役場町民ホール、両公民館、ウ
ィズもろやまに専用ポストを設置

▼メール　 hisyo@town.moroyama.lg.jp
※返信が必要な場合は、「@town.moroyama.lg.jp」
からのメールを受信できるよう、端末の設定をご確認
ください。

▼町長への手紙（投書）　役場町民ホール、中央公民
館、東公民館、ウィズもろやま、図書館、総合公園、
歴史民俗資料館、保健センター、老人福祉センター
山根荘に専用封筒を設置

▼その他　連絡先を明記いただいた場合は、頂いた提
言にお返事を差し上げています。なお、匿名のご意
見にも必ず目を通しますが、お返事はできかねます
ので、ご了承ください。

▼問合せ　役場秘書広報課広報広聴係
　　　　　ｔ295−2112 332

町政へのご意見を
お寄せください
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▼支給対象者
①令和３年４月分の児童手当または特別児童扶養手当
の受給者で、令和３年度分の住民税均等割が非課税
の人（令和３年４月分の児童扶養手当受給者で、す
でに支給を受けている人は対象外）
②上記①のほか、対象児童（※）の養育者で、（ア）
または（イ）のいずれかに該当する人
（ア）令和３年度分の住民税均等割が非課税の人
（イ）新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令
和３年１月以降に家計が急変し、令和３年度分の住
民税均等割が非課税の人と同様の事情にあると認め
られる人
※対象児童は、18歳になった後の最初の３月31日ま
での子（障害児については20歳未満）および、令和
３年４月１日から令和４年２月28日までに生まれる
新生児も対象です。

▼給付額　児童１人あたり５万円

▼支給手続　①申請不要（対象者へ通知送付）
　②申請が必要

▼支給時期　７月以降

▼ 受付期間　令和３年７月１日から令和４年２月28
日まで

▼問合せ　厚生労働省コールセンター
　ｔ0120−400−903
　（受付時間／平日
　午前９時～午後６時）
　役場子ども課児童係
　ｔ295−2112 144・145

子育て世帯を支援する
ため給付金を支給します

▼対象　次のいずれかに該当する人
①毛呂山町国民健康保険に加入し保険税を滞

たい
納
のう
してい

ない40歳以上の人
②町内在住で後期高齢者医療制度に加入している人

▼助成金額　受診に要する費用の２分の１（上限３万
円・オプションは助成対象外）

▼受診方法　指定医療機関に予約し、保険証、本人確
認書類を持参して下記窓口で「受診券」を申請。検
査当日に「受診券」と保険証を持参して受診してく
ださい。

人間ドック費用の
一部助成をしています

※１　頭部ＣＴ検査（オプション項目）に限り、助成対象となります。
※２　岡村記念クリニックは、人間ドックの検査項目の中に頭部ＣＴ検査
も含まれています。

　 ▼指定医療機関一覧
医療機関名 検査内容 自己負担額

埼玉医科大学病院
予防医学センター
ｔ049−276−1550
※令和３年４月１日に名称
が変更となりました。

人間ドック１日外来 22,000円
人間ドック１日外来※１
頭部CT検査追加 26,400円

人間ドック１泊２日 54,700円
人間ドック１泊２日※１
頭部CT検査追加 63,500円

坂戸中央病院
ｔ049−283−0019

人間ドック 24,750円
脳ドック 13,500円
併診ドック 43,700円

※２
岡村記念クリニック
ｔ042−989−7766

人間ドック 22,000円
脳ドック 8,250円

埼玉成恵会病院
健康管理センター
ｔ0493−23−0277

人間ドック 19,250円
人間ドック※１
頭部CT検査追加 27,500円

脳ドック 24,750円
併診ドック 47,000円

▼申請・問合せ　
　①役場住民課国保年金係ｔ295−2112 135・136
　②役場高齢者支援課医療保険料係ｔ295−2112 176
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